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医療訴訟の現状
 岡山県医師会理事　神﨑　寛子　　

　医療訴訟の患者勝訴率が低下してきていると言われています。本当なのでしょ
うか。今回は医療訴訟の件数など最近の傾向を見てみます。
　裁判所が新しく受けた医療訴訟の件数（新受件数）は平成16年の1,089件をピー
クに減少し、平成21年以降は700件台で推移していましたが、平成26年以降は年
間800件前後となっています。以前は平均審理期間が３年を超えていましたが、
平成18年以降23 ～ 26カ月の範囲で推移し、最近、若干長期化して平成28年では
24.2カ月となっています。審理期間の延長は争点整理期日の回数が若干増加した
ことによると推察されています。【図１】

最高裁判所ホームページ「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」より

【図１】新受件数及び平均審理期間の推移（医事関係訴訟）

　そもそも医療訴訟はどのような手順で進んでいくのでしょうか。
　訴訟は原告（患者側）が「訴状」と呼ばれる書面を裁判所に提出することによ
り始まります。裁判所から被告（医療機関側）に訴状が届き、第１回口頭弁論期
日に付されます。これより先に、患者（あるいは患者側弁護士）から「医療過誤
の疑いがある」として、協議の申し入れをされていることが多いと思いますが、
突然訴状が届くとこともあります。訴状が届いた時点で、医療機関側は顧問弁護
士か医師会を通じて紹介された弁護士に対応を依頼します。いずれにしろ、以後、
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医療機関側は弁護士が対応しますので、医師が法廷に出向くのは、後述する「人
証調べ」で呼ばれたときくらいです。ただ、書類作成に費やす時間は膨大です。
　医療訴訟は裁判官３人の合議体で審理され、第１回口頭弁論期日後、弁論準備
手続きが行われます。カルテ等が証拠として提出され、診療経過を証拠と対比さ
せながら時系列で整理する「診療経過一覧表」が作成されます。争点が整理され
たら、第２回口頭弁論期日として「人証調べ」が行われます。「人証」とは人的証
拠の略で、証人、鑑定人、当事者本人の供述で証拠資料とされるものです。人証
調べ当日の法廷での発言内容は全て証拠となります。人証調べ実施率は平成19年
の61.5％に比べ、平成28年は43.9％と減少しています。鑑定実施率は7.7％で、平成
20年から緩やかな減少傾向にあります。証拠調べまで終わると、多くの場合和解
の提案が裁判所から提示されます。和解が決裂すれば裁判所は判決という形で判
断をすることになります。判決は原告の請求を認める、一部認める、認めないの
いずれかになります。不服がある側は上級審に控訴を申し立てることができます。
　勝訴というのは原告の請求が認められるか、一部認められたものをいいます。
医療訴訟が終了するときの終結方法は判決、和解、その他に分けることができ
ます。勝訴率には判決数と認容件数が関係してきます。平成28年の判決の割合は
34.1％、認容率（判決総数に対して認容件数の占める割合）が17.6％ですから勝訴
率は６％です。勝訴率が最も高かった平成12年には20.6％でしたから、かなり低
下したことになります【図２】。
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最高裁判所ホームページ　医事関係訴訟に関する統計より算出

【図２】患者勝訴率

　判決割合、認容率ともに低下しているので勝訴率も当然低下してきます。原告
の勝訴率が低下している理由として様々な見解がありますが、医事関係訴訟を集
中的に扱う部（以下集中部）が平成13年４月に東京および大阪の地方裁判所を皮
切りに設置されたことが大きな要因だと言われています。現在、集中部は13設置
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医療機関側は弁護士が対応しますので、医師が法廷に出向くのは、後述する「人
証調べ」で呼ばれたときくらいです。ただ、書類作成に費やす時間は膨大です。
　医療訴訟は裁判官３人の合議体で審理され、第１回口頭弁論期日後、弁論準備
手続きが行われます。カルテ等が証拠として提出され、診療経過を証拠と対比さ
せながら時系列で整理する「診療経過一覧表」が作成されます。争点が整理され
たら、第２回口頭弁論期日として「人証調べ」が行われます。「人証」とは人的証
拠の略で、証人、鑑定人、当事者本人の供述で証拠資料とされるものです。人証
調べ当日の法廷での発言内容は全て証拠となります。人証調べ実施率は平成19年
の61.5％に比べ、平成28年は43.9％と減少しています。鑑定実施率は7.7％で、平成
20年から緩やかな減少傾向にあります。証拠調べまで終わると、多くの場合和解
の提案が裁判所から提示されます。和解が決裂すれば裁判所は判決という形で判
断をすることになります。判決は原告の請求を認める、一部認める、認めないの
いずれかになります。不服がある側は上級審に控訴を申し立てることができます。
　勝訴というのは原告の請求が認められるか、一部認められたものをいいます。
医療訴訟が終了するときの終結方法は判決、和解、その他に分けることができ
ます。勝訴率には判決数と認容件数が関係してきます。平成28年の判決の割合は
34.1％、認容率（判決総数に対して認容件数の占める割合）が17.6％ですから勝訴
率は６％です。勝訴率が最も高かった平成12年には20.6％でしたから、かなり低
下したことになります【図２】。
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【図２】患者勝訴率

　判決割合、認容率ともに低下しているので勝訴率も当然低下してきます。原告
の勝訴率が低下している理由として様々な見解がありますが、医事関係訴訟を集
中的に扱う部（以下集中部）が平成13年４月に東京および大阪の地方裁判所を皮
切りに設置されたことが大きな要因だと言われています。現在、集中部は13設置
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されており、設置されていない裁判所においても医療訴訟の運営改善を押し進め
るために、裁判所、弁護士会そして医療関係者との間に定期的に協議が行われ、
三者間に意思疎通が図られるようになったことも関係しています。しかし、判決
を不服として控訴を申し立てる上訴率は平成20年頃には60％程度でしたが、徐々
に増加し、平成28年では68.3％と極めて高い水準になっています。
　判決割合の低下により和解の割合が増加していますが、和解内容に関する統計
はありません。医療機関側の過失が認められないことを前提に、解決金の名目で
医療機関側が患者側に対し数十万円程度支払うものから、医療機関側が責任を認
め患者側に対し認容額（判決で示される金額）に近い金額の和解金を支払うもの
まで様々です。
　医療側としては、事故を負の遺産として葬り去るのではなく、再発防止に役立
てていく必要があります。先日、日本医療安全調査機構から医療事故再発防止に
向けた第３号「注射剤によるアナフィラキシーに係る死亡事例の分析」が届きま
した。アナフィラキシーはいつでもだれにでも起こりうることで、医療機関とし
てどのように備えておくべきかわかりやすいテキストになっています。我々はこ
うした資料をもとに備えをしていかなければなりません。

御津医師会：山中慶人
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他の医師会報から
姫路市医師会報　No.394　平成30年１月１日発行

　「あなたの仕事は20年後に残っています
か？」学生講義のネタを探していて、こん
なタイトルのネット記事が目に入りまし
た。人工知能（AI）の研究で知られる英オッ
クスフォード大学のオズボーン准教授によ
ると、今後、10 ～ 20年程度で米国労働省
のデータにある702の職種のうち、約47％
が機械やロボットに奪われてしまうリスク
が高いそうです。医師や看護師、セラピス
トなどの医療福祉系の仕事は20年後も残っ
ているだろうとの予測なのですが、はたし
て本当にそうなるでしょうか。これからの
日本は50年で人口が急激に半減する超少子
高齢化社会に突入するにもかかわらず、医
師数はこの40年で約２倍に増加していま
す。医療的な情報は、昔なら医者にみても
らわないと手に入りにくい貴重なものでし
た。今やネットさえあれば、玉石混淆とは
いえ、情報はタダでいくらでも手に入りま
す。20年後には、スマホの進化系で自撮り
した咽頭の写真や心電図のデータからAI
がより確実な診断や治療を示唆してくれる
時代になりそうです。将来的に、医師とい
う職業がどのような形で残ることになるの
か、すこし考えてみました。
　私がクリニックを開業してからの約20年
で、外来小児科医の診療内容は大きく変化
しました。開業当初は、高熱の乳児が受診
すると髄膜炎や敗血症などの重症疾患が頭
をよぎり、つい、みんなに抗生物質を処方
していました。実際にその頃は年間数名程
度ですが、そんな重篤な細菌感染症に遭遇

していました。ところが予防接種が大幅に
増えた５年ほど前から、めったにお目にか
かりません。最近は、抗生剤の処方も受診
患者の１割以下とほとんど出さなくなりま
した。小児科医にとって一番のお仕事だっ
た感染症への対応は、治療から予防へ確実
に変化してきています。まさか予防注射が
自分の食い扶持の主力になろうとは思って
もみなかったことです。乳幼児の保健に予
防接種が大きく寄与していることに疑いの
余地はありませんが、正直に言うと、やり
がいはあまり感じません。皮下注射なんて、
ほとんど技術も要らない単純作業ですか
ら。それこそ20年後には、10種混合ワクチ
ンみたいな強力な製品が開発されていて、
こんな小児科注射バブル（？）がいつまで
も続いているとは考えられないです。これ
からの社会のニーズや医療の進歩で、同じ
職業でも実際の仕事内容が激変してしまう
ことは、外来小児科医に限らず、どんな診
療科の医師にもありえることだと思いま
す。
　昨冬の急病センターの当直の際に、
ちょっと驚いた出来事がありました。ちょ
うどインフルエンザの流行期で、私がセン
ターに到着した頃にはすでにうんざりする
ほどの患者さんが待っておられました。21
時になって診療が始まり、必死に15人ほ
どの診察を終えた時点でチラッと患者数
のボードを確認すると、内科はすでに30
人以上の診察を済ませておられたのです。

「なんて診察の早い先生だ！」と、びっく

あなたの仕事は20年後に残っていますか？

 広畑部　野間こどもクリニック　野間　大路




